
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年８月１６日 １６時３３分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市八木
や ぎ

港（八家
や か

川河口付近） 

 姫路八木港西防波堤灯台から真方位０７４°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.３′ 東経１３４°４４.１′） 

事故の概要  水上オートバイ F 1 W
エフワンダブル

 K T
ケイティー

は、北進中、停船していた水上オート

バイ M J
エムジェイ

- F X
エフエックス

 cruiser
ク ル ー ザ ー

に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年８月２３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ MJ-FX cruiser ０.２トン 

   ２６０－４８２５９兵庫、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ F1W KT ０.２トン 

   ２６０－４６７７０兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、座席後部に知人１人を乗せ、八

木港の八家川河口付近で遊走中に同乗者が落水し、停船していたとこ

ろ、Ｂ船が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、座席後部に知人１人を乗せ、八

家川河口付近で停止していた状態から発進した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、右舷側から後ろを向き、同乗者が落水していな

いかどうかを確認しながら約１０～２０km/h の速力で北進中、前に

向き直った際、船首方１～２ｍ付近に停船しているＡ船及びＡ船の船

尾部ステップに立って船尾方の落水者の方を向いている船長Ａを認

め、スロットルレバーを放したものの、Ｂ船の船首部が、Ａ船の右舷

船尾部に衝突し、Ａ船の右舷船尾部ステップに乗り上げた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の船首部が船長Ａの左足に当たり、船長Ａが落水す

るのを認めた。 

 船長Ｂは、発進する際、自らの視界にＡ船を認めておらず、発進し

てからＡ船に衝突するまでの時間が１０～２０秒程度であったと本事

故後に思った。 

  



 本事故発生当時、八家川河口付近には、Ａ船及びＢ船以外に他船は

いなかった。 

分析  Ａ船は、八家川河口付近において、同乗者が落水して停船していた

ところ、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、八家川河口付近において、北進中、船長Ｂが、後ろを向

き、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、前に向き直

った際にＡ船及び船長Ａを認め、スロットルレバーを放したものの、

Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、八家川河口付近において、Ｂ船が、北進中、船長Ｂが船

首方の見張りを適切に行っていなかったため、同乗者が落水して停船

していたＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時適切な周囲の見張りを行うこと。       
 


